
社会福祉施設等の集団感染発生等に伴う現地対策支援本部等の対応について 

 

１ 現地対策本部設置に係る取扱いについて 

（１）趣旨について 

帯広市が所管する社会福祉施設等において、新型コロナウイルス感染症の集団感染又は集団感染が

疑われる事例が発生した場合について、北海道から現地対策本部を設置し、状況に応じ対応を行う

もの。 

 

（２）地域密着型の高齢者施設における集団感染事例について 

 帯広市が所管する社会福祉施設等（地域密着型のみ）の集団感染事例は以下のとおり。 

法人種別 サービス種別 発生時 終了時 陽性者数 設置の有無 

社会医療法人 認知症対応型共同生活介護  R3.4.7 R3.4.20 ５名 有り 

社会福祉法人 小規模多機能型居宅介護 

 

R4.2.2 R4.2.25 

（予定） 

11名 

（R4.2.21

時点） 

無し 

小規模多機能は居

宅サービスに位置

づけするため。※ 

社会福祉法人 地域密着型介護老人福祉施設  

 

R4.2.14 未定 54名 

（R4.2.21

時点） 

有り 

※ 現地対策本部の設置はしていないが、事業所、北海道との情報共有等による支援を継続 

 

２ 事業継続支援に係る衛生用品の支援について 

（１）事業の目的について 

 社会福祉施設等において、新型コロナウイルス感染症感染者が発生し、適切に対処するための防護

服等衛生管理用品の備蓄が事業所に不足した場合に備え、介護・障害福祉サービスが継続的に提供で

きる体制の確保とともに、感染症の拡大を防止するため、必要となる物資の支援を行うもの。 

 

（２）スキーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 ２ 

報
告

報告
帯広市が指定・指導する

社会福祉施設等

帯広市

新型コロナ
陽性者発生

振興局が所管する

社会福祉施設等

保健所

集団感染が
発生と判断

即時的に支援の実施

集団感染では
ないと判断

陽性者は入院

残された入居者は
濃厚接触者

事業所が対応
保健所からの指示

保健所による直接介入

北海道からの支援

クラスターと認定した事業所に対する北海道の衛生管理用品の支援体制
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（３）事業の実績について 

備蓄品目 不織布マスク、Ｎ９５マスク、防護服セット、ガウン、ハイブリットグローブ、プ

ラスチックグローブ、フェイスシールド、ゴーグル、キャップ、消毒用アルコール 

支援事業所数 ４事業所 

 

３ 帯広市新型コロナウイルス感染症検査費補助金について 

（１）事業の目的について 

高齢者入所施設への新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、①高齢者入所施設の入所者（新規

入所予定者含む。）と従事者に対する行政検査②高齢者入所施設の新規入所予定者への任意検査につ

いて、高齢者入所施設が検査実施機関等に支払った費用に対して補助を実施するもの。 

検査の実施機関 

① ・行政検査による PCR検査等を実施できる医療機関 

② ・施設の協力医療機関等であってＰＣＲ検査等を実施できる医療機関等 

  ・市内外のＰＣＲ検査等の任意検査を行っている医療機関等 

 

（２） スキーム 

 

 

（３）事業の実績について（地域密着型サービスのみ） 

サービス種別 補助区分 事業所件数 対象者数 

認知症対応型共同生活介護 ②新規入所予定者への任意検査 １事業所 ３名 

地域密着型介護老人福祉施設 ②新規入所予定者への任意検査 １事業所 ４名 

 

４ 社会福祉施設等への新型コロナ感染症に係る予防接種について 

（１）経過 

 重症化のリスクや、医療提供体制の確保等及びクラスターの抑止、サービスの継続の観点から優先

的に接種体制の構築を行う。（１回目、２回目接種状況については別紙参照） 

 ３回目接種については、社会福祉施設等に希望調査を実施し、現在は居宅サービスを含め１回目、

２回目接種者に対して、３回目の接種券を送付済みである。 

◆補助金交付までの流れ

管内でクラスター
が発生している

医療機関に行政
検査受検の相談

医師
判断

PCR検査受検
検査費用支払い

結果判明・陰性 領収書等とともに
補助申請・交付

陽性の
場合

補助対象外
保健所の指示に基づく対応
（入所者の検査等）

実施機関に任意
検査受検の相談

新規入所者決定

行
政
検
査

任
意
検
査

行政検査実施可能期間
の場合は新規入所者も
行政検査の対象となる

保健所
判断
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社会福祉施設等の集団感染発生等に伴う現地支援対策本部設置に係る取り扱いについて 

 

（趣旨） 

第１条 北海道が規定する「社会福祉施設等の集団感染発生等に伴う現地支援対策本部設置要綱」

（別紙）に基づき、帯広市が所管する社会福祉施設等（通所・訪問系は除く。以下「施設」とい 

う。）において、新型コロナウイルス感染症の集団感染又は集団感染が疑われる事例が発生した 

場合の対応について、以下のとおり取り扱うこととする。 

 

（現地支援対策本部の設置について） 

第２条 北海道から現地支援対策本部（以下、「支援本部」という。）の設置について依頼があっ 

た場合、北海道と合同で支援本部を設置する。 

 

（⽀援本部⻑） 

第３条 支援本部の設置が決定した場合、速やかに北海道と帯広市で協議し⽀援本部⻑を決定する。 

２ 支援本部⻑は、原則として市⺠福祉部⻑とする。なお、副⽀援本部⻑の設置等、状況等に応じ 

た弾力的な体制とすることができる。 

３ 支援本部における帯広市の対応を統括する者は、市⺠福祉部地域福祉室⻑とする。 

 

（基本構成員） 

第４条 帯広市における基本構成員は原則、地域福祉課⻑及び当該施設に係るサービスを所管する担 

当課⻑とする。ただし、状況等に応じ弾力的な体制とすることができる。 

 

（支援本部の役割） 

第５条 支援本部における役割について、以下の区分により各担当が対応を行うこととする。 

主な業務 具体的な業務・支援内容 担当 

支援本部会議 

・感染者発生等に係る情報収集 

・施設での感染拡大の状況についての情報共有 

・具体的な支援策についての検討、関係各所との連携等 

基本構成員 

事業継続支援 

・事業を継続するために必要な職員体制の確保 

・他法人から応援職員の受入体制（宿泊先の確保等） 

・個人防護具等衛生資材の確保 

地域福祉課 

サービス利用 

継続支援 

・当該施設への通所利用者・短期入所者への必要な代替サ 

ービス提供体制の確保 

各サービス

所管担当課 

２ 帯広市所管以外の社会福祉施設等において集団感染が発生した場合等、北海道と合同で支援本 

部を設置していない場合においても、北海道より帯広市に対し支援の依頼があり、必要と認めら 

れる場合は、前項の区分により対応を行うこととする。 

 

（帯広市新型コロナウイルス感染症対策本部との連携） 

第６条 随時最新の情報について報告を行い、緊密な連携を図る。 
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（庶務） 

第７条 ⽀援本部の庶務は、市⺠福祉部地域福祉室地域福祉課において⾏う。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この取り扱いは令和３年２月４日から施行する。 
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■　補助対象

■　対象施設・対象者

■　補助上限額（原則、行政検査は1人５回、任意検査は1人１回まで）

　高齢者入所施設への新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、①高齢者入所施設の入所者（新規入所予

定者含む。）と従事者に対する行政検査②高齢者入所施設の新規入所予定者への任意検査について、高齢者

入所施設が検査実施機関等に支払った費用に対して補助を実施します。

令和３年５月２０日から令和４年３月３１日までに、次の検査実施機関において、PCR 検査又

は抗原定量検査を実施した場合。 ※他の国庫補助金等で補助を受けている場合は対象となりません。

※補助申請は、令和４年３月末日までに手続きを行ってください。

検査の実施機関

①   ・行政検査によるPCR検査等を実施できる医療機関

②　・施設の協力医療機関等であってＰＣＲ検査等を実施できる医療機関

　　・市内外のＰＣＲ検査等の任意検査を行っている医療機関

※①　医師により検査が必要と判断された場合

対象施設 対象者

※②　高齢者入所施設の入所決定に伴い、任意検査を実施した場合（ただし、検査キットを購入し、自ら検査キット

　　　の反応を確認する方法により判断するものは補助対象外）

抗原定量検査（任意検査） １件当たり７，５００円を上限

※検査費用を対象者が一時的に負担し，施設が後日支払う場合には、受領書をもらうなど、施設が支払った

ことが分かるようにしておいてください。必要に応じて、提出を求めることがあります。

高齢者入所施設

・特別養護老人ホーム（地域密着型含む）

・介護老人保健施設

・認知症対応型共同生活介護

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

・養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・生活支援ハウス

【行政検査】 高齢者入所施

設の入所者（新規入所予定

者含む。）及び従事者

【任意検査】 高齢者入所施

設への新規入所予定者

行政検査による自己負担 １件当たり２，１００円を上限

PCR検査（任意検査） １件当たり２０，０００円を上限

※いずれも証明書等の諸

経費を含みます。

上限を超える分は自己負

担です。

令和３年度

帯広市新型コロナウイルス感染症検査費補助金について

※いずれも証明書等の諸

経費を含みます。

上限を超える分は自己負

担となります。
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■　補助金交付までの流れ

①行政検査 ②任意検査

■　補助金申請及び申請期限

以下の①②③を郵送又は窓口（帯広市役所３階地域福祉課窓口）へ提出してください。

①申請書兼実績報告書【様式第１号】

②施設別実績報告書【様式第１号別紙１】

③検査費用が確認できる書類（領収書等）

※検査費用と諸経費（証明書等）内訳がわかるもの

■　申請書類等の審査・決定

提出のあった申請書類を審査し、認められた場合は交付決定兼交付額確定通知書が施設（法人）に通知

されますので、補助金交付請求書【様式第４号】を通知後１０日以内に地域福祉課へ提出してください。

振込先口座を確認後、指定の口座に補助金を振り込みます。

■　問い合わせ先・申請先　　

〒０８０－８６７０　帯広市西５条南７丁目１番地　帯広市役所　本庁舎３階　地域福祉課窓口

帯広市　市民福祉部　地域福祉室　地域福祉課　総務係

電話：６５－４１４６　FAX：２３－０１５８　

実施機関に行政

検査受検の相談

PCR検査等受検

検査費用支払い
検査結果判明

領収書等とともに

補助金申請

実施機関に任意

検査受検の相談
新規入所者決定

行
政
検
査

任
意
検
査

新規入所者決定

PCR検査等実施の希望確認・同意を得る

実施機関で検査実施・施設が検査費用を支払う

検査結果判明

入所 保健所の指示に

基づく対応

お
お
む
ね
２
週
間
以
内
に
入
所

施設（法人）から補助金の交付申請

陽性

実施機関で検査実施・施設が検査費用を支払う

検査結果判明

保健所の指示に

基づく対応

施設（法人）から補助金の交付申請

陽性

※申請書等の様式は

帯広市のホームページ

からダウンロード

できます。

交付決定

補助金交付

検査日の翌々月末までに申請

検査日の翌々月末又は

令和4年3月31日いずれ

か早い日までに提出

実施機関に行政検査受検の相談

請求書提出

行政検査実施可能期間の

場合は新規入所者も行政

検査の対象となる

実施機関に行政

検査受検の相談

PCR検査等受検

検査費用支払い
検査結果判明

領収書等とともに

補助金申請

実施機関に任意

検査受検の相談
新規入所者決定

行
政
検
査

任
意
検
査

医師

判断

新規入所者決定

PCR検査等実施の希望確認・同意を得る

実施機関で検査実施・施設が検査費用を支払う

検査結果判明

入所 保健所の指示に

基づく対応

お
お
む
ね
２
週
間
以
内
に
入
所

施設（法人）から補助金の交付申請

陽性

実施機関で検査実施・施設が検査費用を支払う

検査結果判明

保健所の指示に

基づく対応

施設（法人）から補助金の交付申請

陽性

※申請書等の様式は

帯広市のホームページ

からダウンロード

できます。

交付決定

補助金交付

検査月の翌々月末又は

令和4年3月31日いずれ

か早い日までに提出

実施機関に行政検査受検の相談

請求書提出

交付決定通知を受けた月から

１０日以内に提出
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